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ポリ塩化ビフェニルが使用された蛍光灯安定器からの

ポリ塩化ビフェニル油の流出事故について（通知）

公共施設における業務用・施設用照明器具のポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」とい

う。）が使用された安定器については，「業務用・施設用蛍光灯等のＰＣＢ使用安定器の事

故に関する対策について」（H12.12.13生衛発第1798号厚生省生活衛生局水道環境部長通知）

において，原則として平成１３年度末までにその交換を終える等の安全対策を講じるよう，

周知されてきたところです。

しかしながら，本年５月３０日に福岡県北九州市の私立大学において，また，７月２０

日に三重県伊賀市の公民館において，ＰＣＢ使用安定器から液漏れする事故が発生しまし

た。北九州市の事故については，過去にＰＣＢ使用安定器の有無について調査を行ったは

ずの施設において発生したものであり，伊賀市の事故については，未調査の施設において

発生したものです。

なお，本県においても，ＰＣＢ使用安定器の早期処理を繰り返し周知をしてきたところ

です（直近ではH28.11.25環指第928号通知）が，照明器具の取替え時に古い器具の一部を

残したまま施工されたことで，ＰＣＢ使用安定器が新たな器具の裏に隠れて残存している

事例も報告されています。

つきましては，本事案について関係各課，関係機関等に十分周知していただくとともに，

過去の調査では補足されずにＰＣＢ使用安定器が未だに使用されている可能性もあること

を念頭に，改めて必要な確認を行うことをお願いいたします。

また，その結果，当該安定器の交換が行われていないことが確認された場合は，速やか

に安定器の交換を行い，中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）の北九州処理事

業所における処理期限内に無害化処理が完了するよう対応をお願いいたします。
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